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No. 質問 回答 備考

1 対象期間中に⽉をまたいで段階的に引上げを⾏った場合、対象となるか。
（備考欄に図解例⽰）

対象となります。
ただし、申請の際には、各賃上げ⽉とその前⽉の賃⾦台帳をご提出ください。

右の例の場合は下記のとおりとなります。
・⼀度⽬の賃上げ⽉分として………給与算定期間がR7.12.1〜31
・⼀度⽬の賃上げの前⽉分として…給与算定期間がR7.11.1〜30
・⼆度⽬の賃上げ⽉分として………給与算定期間がR8.4.1〜30
・⼆度⽬の賃上げの前⽉分として…給与算定期間がR8.3.1〜31

2 対象期間外の⽉をまたいで段階的に引上げを⾏った場合、対象となるか。
（備考欄に図解例⽰）

対象外となります。
⼀度⽬の引上げが対象期間外（令和7年9⽉以前）のため、本⽀援⾦においては段階的な賃上げと認められ
ません。
※右の例の場合、R7.12から更に１円以上の賃上げを⾏い、賃上げ額60円以上となれば対象となります。

9．段階的な引上げについて


